
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「勧告」は、「要請」を実施した荷主等のうち、要請に従わない企業があった場合に実施されます。という事は、「要
請」や「働きかけ」を受けた企業の殆どは、何らかの対応をしているという事になります。今一度、一つ一つの運行
契約を見直し、利益を上げることが出来る運賃となっているか確認してみましょう。きりん事務所では、ドライバ
ーひとり一人の損益を集計するお手伝いも致しますので、お困りの際はお声がけください。 
 令和６年１月 11日の報道発表では、標準的な運賃を８％引上げるなどの諮問書が公表されました。 
 物流がなくなることはありません。人材はどんどん減少していきます。物流業界に限りませんが、「働く者にとっ
て魅力ある企業体質」の実現が必要不可欠です。適正な取引価格と、適正な労働分配率を把握していきましょう。 
 きりん事務所は「小さくても一流企業」をキャッチフレーズに掲げ、中小企業をサポートしていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さくても一流企業であるために 人事労務に役立つＮＥＷＳ LETTER 

きりん通信№100 
２ 
2024 

トラック G メン「集中監視月間」 元請業者・荷主に対する初の勧告 

人口ビジョン２１００ 安定的で、成長力ある「8000 万人国家」へ 

国土交通省から、「トラックGメンによる『集中監視月間』（令和5年11月・12月）の取組結果」が公表されました（令
和6年1月26日公表） 
 国交省は、適正な取引を阻害する悪質な荷主や元請事業者に対する監視体制を抜本的に強化しています。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 令和 5 年 11 月・12 月のトラックＧメン集中監視月間取り組み結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

★今後の動向に注目です。新たな動きがありましたら、改めてお伝えします。いち早く概要をつかんでおきたい場
合は、原文を紹介いたします。気軽にお声掛けください。 

●要請・・・164件（荷主 82件・元請事業者 77件） 
●働きかけ・・・47件（荷主 26件・元請事業者 19件） 
●勧告・・・2件（荷主 1件・元請事業者 1件）         国土交通省報道発表（令和 6年 1月 26日） 

荷主等 氏名又は名称 本社所在地 違反原因行為の内容 
参考 

要請年月 違反内容 

荷主 王子マテリア株式会社 東京都中央区銀座 5-12-8 長時間の荷待ち 令和 4年 8月 長時間の荷待ち 

元請 ヤマト運輸株式会社 東京都中央区銀座 2-16-10 

・長時間の荷待ち 
・契約にない附帯業務 
・運賃・料金の不当な据置き 
・過積載運行の指示 
・その他の無理な運送依頼 

令和 4年 11月 過積載運行の指示 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 人口戦略推進本部が、「人口ビジョン２１００」を提言しました。 
 
 
 
 
日本の総人口は、2010 年には 1億 2,800万人でした。 

記録によると、1920年 5,596万人以降、増え続けた日本の人口は、 
2011年から減少に転じ、2019年から加速的に減少しています。 
このままいくと、2100 年には、6,300万人になるとの予測されてい 
ますが、これを 8,000 万人にしよういうのが政府の目標です。 
とはいえ、出生率も低下の一途。年間出生数は 77万人です。 
きりんＨＰで全文紹介しておりますので、是非ご覧ください。 
https://sr-kirin.jp/column/202402031218 

発行：きりん人事労務管理事務所 
〒３３３－０８４４埼玉県川口市上青木 3-12-63 

ＳＫ ＩＰシティ彩の国ビジュアルプラザ ９０４・９０５  

TEL 048-４２３－２３９５  FAX 048-4２３-２３９４     
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相談しやすい、分かりやすい 

信 頼 と 安 心 を お 届 け し ま す 

12,775万人 

2012 年 

12,400 万人 

2024 年 

https://www.sr-kirin.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

産業別所定給与 事業所規模 1～４人 事業所規模 5 人以上 比較 
調査産業合計 ２０３，９５６円 ２７１，５４０円 ７５．１％ 

建設業 ２７４，３６５円 ２５３，０８２円 ７７．７％ 
製造業 ２１６，９０５円 ３１６，３３３円 ６８．６％ 

卸売・小売業 ２０９，４６６円 ２４３，１２２円 ８６．２％ 

きりん事務所では、埼玉県ＳＤＧ‘ｓマークを申請中 
です。認定マークに取り組むと、社会の課題として求め
られていることが明らかになってきますね。 

きりん事務所では、3年後までに紙の消費を 4割削減などの
目標に掲げ取り組んで参ります。次は健康経営認定にチャレンジ！ 
認証マーク取得にご興味がありましたら、是非ご相談下さい(^^)/ 

ご報告 
この度、埼玉 SR事務
組合の記念式典で、功
労賞を頂く事が出来
ました。 
皆様のご協力に心か
ら感謝申し上げます。 

 年始には、毎年続けていてやめられない行事が 3 つあります。一つは先月ご紹介し
た書初め。今月はもう一つの習慣、九絵（クエ）鍋をご紹介したいと思います。 
「九絵を食べると夢が叶う」「運を呼び寄せる魚」と言われているそうで、開業した年
に初めて頂きました。その年、事業目標を達成する 
事が出来て、それ以来、毎年欠かせない大切な行事と 
なっています。 
 食材もお酒も、全国から選りすぐりの美味しいも 
のにこだわる大将の何一つ妥協をしない姿勢に感動 
します。お店は川口パークタワー１階。食房四季です。 

食房四季 川口市幸町 1-7-1  048-250-5020 

◆アルバート・アインシュタインの名言◆ 

人生は自転車に乗ることに似ています。バランスを保つためには、動き続けなくてはならないのです 
 最近は、「将来やりたいこと」がふつふつと思い浮かびます。孔子の言葉では「30 にして立ち」「40 にして
惑わず」「50 にして天命を知る」とか。32 歳社労士資格取得「立ち」、42 歳きりん事務所設立「惑わず」、今
年は 52 歳。2 歳遅れですがこれからが人生本番？なのでしょうか。まだまだ動き続けなれば、と気持ちを新
たに頑張ります。 今月は、20 世紀最大の科学者、アインシュタイン氏の名言をご紹介いたしました。 

 

        こども家庭庁は、「子育て支援法」に基づき、仕事と子育ての両立支援事業として、企業に
勤める労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に、利用料の一部として割引券を発行します。 
この割引券を受取る為には、まず企業が「実施団体」として登録申請をして承認を受ける必要があります。 

こども家庭庁  企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

対象者・・・承認を得た企業に勤務する者 
子の要件・・小学校 6年生まで（障害などの特例あり） 
補助額・・・1枚２，２００円の割引券を以下の上限で利用できる 
      １企業の上限・・・・１年間→１，２００枚 
      １対象児の上限・・・１日→２枚 
      １家庭の上限・・・・１か月→２４枚 ／ １年間→２８０枚 

★次世代育成の支援として、是非ご活用下さい。ご不明な点がありましたら、宮澤までお尋ねください。 

埼玉県ＳＤＧ‘ｓパートナー 認定申請中！ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  毎年欠かさず続けています   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

勤労統計 

実質賃金 

７月分 

 

5 人未満の小規模事業所の統計が公表されました。（R6.1.19 公表） 
5人未満規模の統計データが公表されましたので、今月は規模別所定給与の比較をご紹介します。 

また、1000 人以上規模の企業での年末一時金の平均妥結額は約 85万円との公表がありました。小
規規模・中小企業と大企業の賃金格差はやはりまだ大きいようです。政府は、中小企業だけが対象
となる減税制度や、雇用関係助成金を用意して、この賃金格差を埋めようと対策を打ち出していま
す。「小さくても一流企業であるために」きりん事務所は中小企業の応援団です。 


